
真岡市低入札価格調査制度事務処理要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第

１項又は第１６７条の１０の２第２項の規定に基づく低入札価格調査制度（予定価格の

制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者又は価格その他の条件が真岡市にとって

最も有利なものをもって入札した者（以下「最低価格入札者等」という。）の当該入札価

格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認

めたときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した

他の者のうち、最低の価格をもって入札した者又は価格その他の条件が真岡市にとって

最も有利なものをもって入札した者（以下「次順位者」という。）を落札者とすることが

できる場合において、最低価格入札者等により当該契約の内容に適合した履行がされな

いおそれがあるかどうかについて調査する制度をいう。）の手続きについて必要な事項を

定めるものとする。 

（対象となる入札） 

第２条 低入札価格調査制度の対象となる入札は、予定価格が３千万円以上の建設工事の

入札とする。 

（調査基準価格の設定） 

第３条 低入札調査基準価格（以下「調査基準価格」という。）は、予定価格算定の基礎と

なった次に掲げる額の合計額（ただし、その額が工事価格に１０分の９．２を乗じて得

た額を超える場合は１０分の９．２を乗じて得た額、その額が工事価格に１０分の 

７．５を乗じて得た額に満たない場合は１０分の７．５を乗じて得た額）から１万円未

満の端数を切り捨てた額に１００分の１１０を乗じて得た額とする。 

①直接工事費の額（建築工事及び設備工事はこれに１０分の９を乗じて得た額）に

１０分の９．７を乗じて得た額 

②共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額

③現場管理費の額（建築工事及び設備工事はこれに直接工事費に１０分の１を乗じて

得た額を加えた額）に１０分の９を乗じて得た額 

④一般管理費等の額に１０分の６．８を乗じて得た額

２ 前項の規定を適用することが適当でないと認められる建設工事については、予定価格

の１０分の７．５から１０分の９．２までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額

とすることができる。 

（入札参加者への周知等） 

第４条 対象となる入札の入札公告又は指名通知書に、調査基準価格を設けたことを明記

するものとする。 

（落札の保留） 

第５条 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者の

落札を保留するものとする。 

 



 

（基本調査及び数値的判断基準） 

第６条 前条の規定により落札を保留した場合には、工事主管課長は最低価格入札者等が

入札時に提出した工事費内訳書の内容が次の各号に適合するか否かを調査し、様式第２

－１号により入札執行者（真岡市入札制度合理化対策実施要領第７条による入札執行者

をいう。以下同じ。）に報告する。 

（１）直接工事費の額（建築工事及び設備工事はこれに１０分の９を乗じて得た額）が、

予定価格算定の基礎となった直接工事費（建築工事及び設備工事はこれに１０分の９

を乗じて得た額）に１０分の７．５を乗じて得た額から１万円未満の端数を切り捨て

た額以上であること。 

（２）共通仮設費の額が、予定価格算定の基礎となった共通仮設費に１０分の７を乗じて

得た額から１万円未満の端数を切り捨てた額以上であること。 

（３）現場管理費の額（建築工事及び設備工事はこれに直接工事費に１０分の１を乗じて

得た額を加えた額）が、予定価格算定の基礎となった現場管理費の額（建築工事及び

設備工事はこれに直接工事費に１０分の１を乗じて得た額を加えた額）に１０分の７

を乗じて得た額から１万円未満の端数を切り捨てた額以上であること。 

（４）一般管理費等の額が、予定価格算定の基礎となった一般管理費等に１０分の３を乗

じて得た額から１万円未満の端数を切り捨てた額以上であること。 

（５）入札書記載金額が、次に掲げる①から④までの合計額から⑤を減じ、１万円未満の

端数を切り捨てた額以上であること。 

   ①予定価格算定の基礎となった直接工事費の額（建築工事及び設備工事はこれに 

１０分の９を乗じて得た額）に１０分の９．７を乗じて得た額 

   ②予定価格算定の基礎となった共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額 

   ③予定価格算定の基礎となった現場管理費の額（建築工事及び設備工事はこれに直

接工事費に１０分の１を乗じて得た額を加えた額）に１０分の９を乗じて得た額 

   ④予定価格算定の基礎となった一般管理費等の額に１０分の６．８を乗じて得た額 

   ⑤予定価格算定の基礎となった工事価格に１０分の０．３を乗じて得た額 

２ 工事主管課長は、前項の基本調査において工事費内訳書が設計書等の項目と同項目で

作成されていない場合又は入札価格と整合しない場合は、その旨を様式第２－１号によ

り入札執行者に報告するものとする。 

３ 入札執行者は、前２項の報告があったときはその内容を精査し、第１項各号のいずれ

か適合しない場合又は、第２項に該当する場合は、当該最低価格入札者等を失格とする

ものとする。 

（二次調査の実施） 

第７条 第５条により落札者の決定を保留した場合に、工事主管課長は最低価格入札者等

が前条第３項により失格となった場合を除き、当該契約の内容に適合した履行がされな

いおそれがあるかどうかを判断するために、次の事項について最低価格入札者等からの

事情聴取および関係機関への照会等により二次調査を行う。この場合、工事主管課長は

最低価格入札者等に対し、様式第１号により通知するものとする。 

 



 

①当該価格により入札した理由 

②当該工事の施工場所付近における手持ち工事の状況 

③当該工事に関連する手持ち工事の状況 

④当該工事の施工場所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件） 

⑤資材の購入先及び購入先と入札者との関係 

⑥労働者の具体的供給見通し 

⑦過去に施工した公共工事名及び発注者 

⑧経営状況（取引金融機関、保証会社等への照会） 

⑨信用状況（建設業法違反の有無、賃金や下請代金の支払い状況等） 

⑩その他の必要な事項 

２ 最低価格入札者等は、前項の通知を受けたときは、原則として通知日の翌日から起算

して３日（真岡市の休日を定める条例（平成元年条例第２号）に規定する休日を除く。）

以内に別記様式１から１０に必要事項を記載し、工事主管課長に提出しなければならな

い。 

（低入札価格の審査） 

第８条 工事主管課長は、二次調査の内容を分析・検討のうえ様式第２－２号により、真

岡市入札契約審査委員会設置規程による真岡市入札契約審査委員会（以下「委員会」と

いう。）に調査結果を報告するものとする。 

２ 委員会は、前項による調査結果報告に基づき、最低価格入札者等が契約の内容に適合

した履行がされないおそれがあるかどうかを審査する。 

（落札者の決定） 

第９条 入札執行者は、委員会の審査結果に基づき、最低価格入札者等の入札価格により

当該契約の内容に適合した履行がなされると認めたときは、最低価格入札者等を落札者

とする。 

２ 入札執行者は、委員会の審査結果に基づき、最低価格入札者等の入札価格によっては、

当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、最低価格入札

者等を落札者とせず、次順位者を落札者とする。 

３ 前項の場合において、次順位者の入札価格も調査基準価格を下回るときは、第６条以

下の手続きを再度行うものとする。 

（入札者への通知） 

第１０条 入札執行者は、前条第１項により最低価格入札者等を落札者として決定したと

きは、直ちに最低価格入札者等に対し様式第３号により落札した旨を通知するとともに、

他の入札者全員に対して様式第４号によりその旨を知らせるものとする。ただし、電子

入札で行われた場合は、電子メールその他の方法により通知することができる。 

２ 入札執行者は、前条第２項により次順位者を落札者として決定したときは、直ちに最

低価格入札者等に対し様式第５号により落札者としない旨を、次順位者に対しては様式

第６号により落札者となった旨を通知するとともに、他の入札者全員に対して様式第４

号により次順位者が落札者となった旨を知らせるものとする。ただし、電子入札で行わ

れた場合は、電子メールその他の方法により通知することができる。 



 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、低入札価格調査制度の事務処理に関し必要な事

項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から適用する。 

２ 真岡市低入札価格取扱要綱（平成１３年）、真岡市低入札価格調査事務取扱要領（平成

１３年）は廃止する。 

   附 則 

 この要綱の改正は、平成２３年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱の改正は、平成２６年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱の改正は、平成２９年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱の改正は、平成３０年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱の改正は、令和元年１０月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱の改正は、令和２年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱の改正は、令和５年１月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱の改正は、令和６年４月１日以降の入札公告及び指名通知から適用する。 

   附 則 

 この要綱の改正は、令和６年７月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱の改正は、令和７年１０月１日以降の入札公告及び指名通知から適用する。 

 

 

 



 

（様式第１号） 

第   号 

年  月  日 

 

             様 

 

工事主管課長 

 

低入札価格の調査について 

 

     年  月  日に入札を行った（         工事）に係る調査（事情

聴取）を下記により実施しますので、貴社を代表する者の出席をお願いします。やむを得

ず代理の者が出席する場合は委任状を提出してください。 

 なお、調査に応じない場合は失格とみなされますので、念のため申し添えます。 

 

記 

 

１ 調査日時      年  月  日（ ） 午前・午後  時から 

２ 場  所 

３ 調査項目 

①当該価格により入札した理由 

②当該工事の施工場所付近における手持ち工事の状況 

③当該工事に関連する手持ち工事の状況 

④当該工事の施工場所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件） 

⑤資材の購入先及び購入先と入札者との関係 

⑥労働者の具体的供給見通し 

⑦過去に施工した公共工事名及び発注者 

⑧経営状況（取引金融機関、保証会社等への照会） 

⑨信用状況（建設業法違反の有無、賃金や下請代金の支払い状況等） 

⑩その他の必要な事項 

 

（注１）別記様式に必要事項を記入のうえ、   年  月  日までに真岡市長あてに

提出して下さい。 

（注２）当該工事の施工にあたって、貴社がその価格で実施可能であるとしていることに

ついて、上記の観点から調査するものです。 

（注３）経営状況のわかる書類の提出を求める場合があります。 



 

（様式第２－１号） 

 

低入札価格の基本調査結果について 

 

このことについては、下記のとおりです。 

記 

調査日    年  月  日 

調査実施課 

１ 入 札 日     年  月  日 

２ 工 事 名  

３ 工 事 箇 所  

４ 最低価格入札者等  

５ 入 札 価 格              円（税抜き） 

６ 予 定 価 格 円（税抜き） 

７ 調 査 基 準 価 格 円（税抜き） 

 

○数値的判断基準に基づく調査表 

 判断項目 工事費内訳書の額 
数値的判断基準 

による算出額 
適・否 

１ 直接工事費の額           円           円  

２ 共通仮設費の額           円           円  

３ 現場管理費の額           円           円  

４ 一般管理費等の額           円           円  

５ 入札書記載金額           円           円  

要綱第６条第２項に該当する理由 

 

注）１ 数値的判断基準による算出額は、要綱第６条第１項の基準に基づき算定し、記入

する。 

  ２ 適・否欄は、基準額に適合していれば「○」、不適合であれば「×」と記入する。 

  ３ 要綱第６条第２項に該当する理由は、工事費内訳書が設計書の項目と同項目で作

成されていない場合又は入札価格と整合しない場合に、その内容を具体的に記入す

る。 



 

（様式第２－２号） 

年  月  日 

 

入札契約審査委員長 様 

 

工事主管課長 

 

低入札価格の調査結果について 

 

このことについては、下記のとおりです。 

 

記 

調査日    年  月  日 

１ 入 札 日     年  月  日 

２ 工 事 名  

３ 工 事 箇 所  

４ 最低価格入札者等  

５ 入 札 価 格              円（税抜き） 

６ 予 定 価 格 円（税抜き） 

７ 調 査 基 準 価 格 円（税抜き） 

 

調 
 

査 
 

結 
 

果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

①当該価格により入札した理由 

 

②当該工事の施工場所付近における手持ち工事の状況 

 

③当該工事に関連する手持ち工事の状況 

 

④当該工事の施工場所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件） 

 



 

⑤資材の購入先及び購入先と入札者との関係 

 

⑥労務者の具体的供給見通し 

 

⑦過去に施工した公共工事及び発注者 

 

⑧経営状況（取引金融機関、保証会社等への照会） 

 

⑨信用状況（建設業法違反の有無、賃金及び下請代金の支払い状況等） 

 

⑩その他の必要な事項 

 

総 
 

合 
 

意 
 

見 

 

 



 

（様式第３号） 

第   号 

年  月  日 

 

             様 

 

真岡市長 

 

落札通知書 

 

     年  月  日 競争入札に付した下記工事について落札者の決定を保留して

いましたが、貴社の入札価格によって当該契約の内容に適合した履行がされるかどうかを

調査した結果、妥当と認め、貴社を落札者とすることに決定しました。 

つきましては、｢真岡市建設工事請負契約書｣を契約約款第５条に定められている契約の

保証とあわせて７日以内に提出してください。 

※（つきましては、「真岡市建設工事請負仮契約書」については７日以内に、契約約款第５

条に定められている契約の保証については、後日指定する日までに提出してください。） 

 

１ 入 札 日     年  月  日 

２ 工 事 名  

３ 工 事 場 所  

４ 入 札 書 記 載 金 額  ￥ 

５ 契 約 金 額  入札書記載金額の１１０／１００ 

６ 契 約 の 保 証 割 合  １０分の１以上 

７ 工 事 期 間  

８ 発 注 者  

９ 所 管 課  

※（    ）内は、議会の議決を要する契約の場合に記載する。 

 



 

（様式第４号） 

第   号 

年  月  日 

 

             様 

 

真岡市長 

 

入札結果通知書 

 

     年  月  日 競争入札に付した下記工事について、落札者の決定を保留し

ていましたが、※（次順位者である）        を落札者とすることに決定しまし

た。 

 

記 

 

１ 入 札 日     

 

２ 工 事 名 

 

３ 工事箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※（    ）内は、次順位者を落札者とする場合に記載する。 



 

（様式第５号） 

第   号 

年  月  日 

 

             様 

 

真岡市長 

 

調査結果通知書 

 

 先に入札を行った工事について、貴社の入札価格が低入札調査基準価格を下回ったため

調査を行った結果、下記のとおり落札者としませんので通知します。     

 

記 

 

１ 入 札 日     年  月  日 

２ 工 事 名  

３ 工 事 箇 所  

４ 
落 札 者 と し な い 

理 由 
  

 



 

（様式第６号） 

第   号 

年  月  日 

 

             様 

 

真岡市長 

 

落札通知書 

 

     年  月  日 競争入札に付した下記工事について落札者の決定を保留して

いましたが、調査の結果、最低入札価格によって当該契約の内容に適合した履行がされな

いおそれがあると認め、次順位者である貴社を落札者とすることに決定しました。 

つきましては、｢真岡市建設工事請負契約書｣を契約約款第５条に定められている契約の

保証とあわせて７日以内に提出してください。 

※（つきましては、「真岡市建設工事請負仮契約書」については７日以内に、契約約款第５

条に定められている契約の保証については、後日指定する日までに提出してください。） 

 

１ 入 札 日     年  月  日 

２ 工 事 名  

３ 工 事 場 所  

４ 入 札 書 記 載 金 額  ￥ 

５ 契 約 金 額  入札書記載金額の１１０／１００ 

６ 契 約 の 保 証 割 合  １０分の１以上 

７ 工 事 期 間  

８ 発 注 者  

９ 所 管 課  

※（    ）内は、議会の議決を要する契約の場合に記載する。 

 



 

別記様式１ 

 

年  月  日 

 

真岡市長 様 

 

入札者 

 

低入札価格の調査対象となりました工事名「         」に関し、調査資料を

提出します。 

 

当該価格で入札した理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当該価格で入札した理由を、労務費、手持工事の状況、当該工事現場と事務所・倉庫と

の関係、下請会社等の協力等の面から記載する。 

 なお、当該価格で入札した結果、安全で良質な施工を行うことは当然である。 

 

 

 

 

 



 

別記様式２ 

 

工事費内訳書 

工事名  

工事区分・工種・種別・細別 単位 数量 金額 備考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

別記様式３ 

 

手持ち工事の状況（対象工事現場付近） 

工事名 発注者 工期 金額 備考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

※対象工事現場付近（半径１０㎞程度）での手持工事の件名を記入し、その工事現場が確

認できる図面（対象工事の位置も記入）を添付すること。図面の尺度は自由とする。 



 

別記様式４ 

 

手持ち工事の状況（対象工事関連） 

工 事 名 発注者 工期 金額 備考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

※対象工事の同種又は同類の手持工事を記入すること。 



 

別記様式５ 

 

当該工事の施工場所と入札者の事務所、倉庫等との関連 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※分かりやすい地図で、契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連が明確にな

るよう記入する。 

また、所在地も明らかにする。（縮尺は自由とする。） 

 

 



 

別記様式６ 

 

資材購入先一覧 

工種 

種別 

品名 

規格 
単位 数量 

購入先名 

購入 

単価 
業者名 所在地 入札者との関係 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

※「入札者との関係」については、購入先予定業者との関係を記入すること。 

  （例）協力会社、同族会社、資本提携会社等 



 

別記様式７ 

 

労務者の確保計画 

工種 職種 単位 員数 
下請会社との関係 

下請会社名 

労務単価 

（円／人） 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

※自社労務者と下請労務者を区分して記入すること。 

 



 

別記様式８ 

 

工事別労務者配置計画 

工種 種別 

配 置 予 定 人 数 （人） 

備考 

世話役 
普通 

作業員 
配管工 電工 運転手 計 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

※備考に自社施工分と下請施工分を区分して記入すること。 

 

 



 

別記様式９ 

 

過去に施工した公共工事名及び発注者 

発注

年度 
発注者 工事名 工期 請負金額 評点 備考 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

※１ 過去５年程度の実績を記入すること。 

※２ 過去に施工した工事で低入札案件については、備考欄に◎印を記入すること。 

 



 

別記様式１０ 

 

建設副産物の搬出地 

建設副産物名 受入れ予定箇所 受入れ価格（円／ｔ） 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

※当該工事で発生する全ての建設副産物（ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、建設発生木材、

建設汚泥、建設混合廃棄物、建設発生土等） 

 



 

低入札価格調査制度フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築工事、設備工事の場合 土木工事の場合 

基準価格＝[{(直接工事費×9/10)×9.7/10} 

＋(共通仮設費×9/10) 

＋{(現場管理費＋直接工事費×1/10) ×9/10} 

＋(一般管理費等×6.8/10)]×1.1(消費税) 

※予定価格の 7.5/10～9.2/10 の範囲内 

※税抜き金額は万円未満切捨て 

低入札調査基準価格未満 

数値的判断基準のす

べてを満たす 

基準価格＝{(直接工事費×9.7/10) 

＋(共通仮設費×9/10)＋(現場管理費×9/10) 

＋(一般管理費等×6.8/10)}×1.1(消費税) 

※予定価格の 7.5/10～9.2/10 の範囲内 

※税抜き金額は万円未満切捨て 

落 札 

R7.10.1適用 

税込み予定価格が 3,000万円以上

の建設工事 

落札決定保留 

一次調査（数値的判断基準）実施 

(1)直接工事費（建築工事、設備工事は 9/10 を乗じる）が 

設計における直接工事費（建築工事、設備工事は 9/10 を乗じる）の 75％以上か 

 (2)共通仮設費が設計における共通仮設費の 70％以上か 

 (3)現場管理費（建築工事、設備工事はこれに直接工事費の 1/10 を加えた額）が 

設計における現場管理費（建築工事、設備工事はこれに直接工事費の 1/10 を加えた額）の 70％以上か 

 (4)一般管理費等が設計における一般管理費等の 30％以上か 

 (5)入札書記載金額が次の①から④までの合計額から⑤を減じた額以上か 

    ①直接工事費（建築工事、設備工事は 9/10を乗じる）×9.7/10 

    ②共通仮設費×9/10 

    ③現場管理費（建築工事、設備工事はこれに直接工事費の 1/10 を加えた額）×9/10 

    ④一般管理費等×6.8/10 

⑤工事価格に 0.3/10 を乗じた額 

 ※①～④は入札時に提出された積算内訳書の各項目  ※(1)～(5)ともに万円未満切捨て 

数値的判断基準を満

たさない 

失 格 

次順位者 

二次調査実施 

（入札契約審査委員会） 

契約内容に適合した 

履行不可能 

契約内容に適合した 

履行可能 

失 格 


